
「がんばってます！南予」スローガン（ロゴタイプ）使用上の注意事項 

 

 

★「がんばってます！南予」スローガン（ロゴタイプ）（以下「ロゴ」という。）は、平成

30 年７月豪雨により甚大な被害を受けた南予地域の復旧・復興に向けて、南予全体の復

興機運の醸成や観光・農林水産物のイメージアップ等への取組を推進するために作成した

ものです。 

 

★上記の取組を推進する場合は、団体・個人にかかわらずロゴを自由に使用できます。 

 

★「南予」の部分は、他の地名等に置き換えたり、フォント及び色を変更したりすることも

可能です。 

 

★ロゴが表示された物品等にかかる事故又は補償が発生する場合、一切の責任はロゴの使用

者に帰するものとし、使用者は誠意を持って必要な措置を講じてください。 

 

★次に該当する方は、ロゴの使用はできません。 

（1）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第

２号に規定する暴力団及び同条第６号に規定する暴力団員 

 (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２

条（同条第１項第５号に規定する営業を行う者を除く。）に規定する営業を行う者 

(3）特定商取引に関する法律（昭和 51 年法律第 57 号）第 33 条に規定する連鎖販売取引

を行う者 

 

★次に該当する場合は、ロゴの使用はできません。 

 (1) 法令及び公序良俗に反する場合 

 (2) 特定の政治、思想、宗教の活動に利用する場合 

 (3) 愛媛県又は南予の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのある場合 
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